
２０２２年度夏季の諸活動の留意事項 
 

１．夏季特有の安全対策 

  本年度スカウティング誌５月号に、「２０２０年度のそなえよつねに共済事故データ分析」が掲

載されています。これによりますと、事故発生件数は１０４件で、例年と同様に８月の事故発生件

数がもっとも高く、全事故件数の２２．１％を占めており、活動中に誤って転倒する、薪割り中の

切り傷や火起こし中のやけどのほか、ハチやブユ、ダニによる虫刺されによる被害も報告されてい

ます。特に、下記についての安全対策を図り、安全な活動を行ってください。（対策の詳細は別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 通常時の安全対策に加え、夏季の気象条件や急激な環境の変化など季節に応じた対策が必要で

す。  

（２） 活動計画の折には、事前準備を十分行い、実施中は状況に応じた具体的な指示・指導を徹底し

ながら、安全確保に努め、万が一事故が発生した際は迅速で的確な対応がとれるよう取り組み

ます。スカウト・指導者一人ひとりが安全への意識を高め「自分のことは自分で責任をもつ」

心構えの醸成に努めます。  

（３） 公共交通機関での移動や公共施設利用時は、他の利用者の見本となるよう「ちかい」と「おき

て」の実践に努めて行動します。また、キャンプ地が民家に接している場合は、近隣住民への

事前の挨拶など迷惑を及ばさぬよう配慮します。 

（４） 川、海、山など自然の中で行われる活動が多い時期ですので、活動を意図的、計画的（当然、

装備計画や安全対策、安全教育も含まれます）に実施することを肝に銘じて、スカウトに冒険

的で魅力溢れる活動を提供してください。 

２．キャンプ等の計画について 

指導者は、スカウトの興味や冒険心等を追求しつつ、教育効果と安全確保を心がけ、プログラムに

対して充分かつ綿密に計画し、現場では、スカウトの体力、技能、体調等を考慮し、安全で楽しい経

験ができるよう取り組みます。 

また、終了後には、万が一に備えて、協力の要請をお願いした緊急連絡先や関係機関（病院、警察、

消防、関係県連盟等）には無事終了の報告とお礼を行うようにしましょう。 

３．ヒッチハイクについて 

  ヒッチハイクは、多くの人との出会いや他人の優しさに触れるなど、旅の可能性を広げるものです

が、偶然や運に左右され、前述にある綿密な計画に基づいた活動とはなりません。また、犯罪に巻き

込まれる可能性も高くなりますので、ボーイスカウトではヒッチハイクは行いません。 

４．アレルギー疾患のあるスカウトの対応について 

アレルギー疾患のあるスカウトが食物や蜂などのアレルギー反応によりアナフィラキシーショッ

クを発症し、非常に短時間のうちに重篤な状態に至ることがありますので、アレルギー疾患のあるス

カウトが安心・安全な活動を行うためには、保護者と指導者の間で日頃から意志疎通を図り、正しい

知識に基づいた予防や対処が必要です。 

① 熱中症対策 

② 水辺活動の安全対策 

③ 登山・ハイキングでの安全対策 

④ 危険な動植物への対応 

⑤ 食中毒対策 

⑥ 天候チェック 



５．各種書類の提出 

活動場所や内容に応じて必要書類を県連盟や行政管轄部署等に提出することが求められています。 

（１） 登山等の活動を実施する場合は、登山計画書（登山届）を管轄している警察署等に提出します。 

（２） 活動を県外で行う場合は、隊指導者は団を経由して所属県連盟に県外旅行申請書を提出します。 

（３） 隊指導者は、全ての活動の実施計画書、安全計画書を必ず事前に作成し、団委員長に提出し承

認を得ておきます。 

６．その他 

日本連盟ホームページの各団情報ページ等に「ビーバー隊は、小学校入学前の９月から」などの表

記が散見されます。「ビーバースカウトは、小学校１年生から小学校２年生までの児童とし、団として

対応ができる隊は、小学校入学前の１月から３月までの児童を仮入隊として対象とすることができ

る。」というのが原則ですので、正しい対象で活動するとともに、各団での募集用チラシやポスター、

募集時の説明なども、この原則に沿った説明をお願いします。 

また、日本連盟のＷＥＢサイトの各団情報等に上記の間違った記載がある場合は、日本連盟事務局

において、正しい内容に訂正させていただきますことをご了承のほどお願いいたします。 

 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


